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  トピックス     
…━━━━━━… 
1. 東北経済産業局知的財産室の令和 8 年度事業計画を掲載しました 
 
東北地域知財戦略推進計画［2025 年度〜2028 年度］の「価値発掘」「活⽤促進」「連携強化」 
の 3 つの基本⽅針に基づき、令和 8 年度も知財に関する⽀援施策を実施してまいります。 
各事業の概要については、下記の東北経済産業局ホームページを御覧ください。 
https://www.tohoku.meti.go.jp/chizai/about_chizai.html#jigyo 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
2. 令和 7 年度の TOHOKU ブランド確⽴促進⽀援事業の⽀援事例を掲載しました 
 
令和 7 年度は、地域振興や地域ブランド化に取り組む 3 団体を対象に、ブランディング、 
知的財産の専⾨家からなる⽀援チームを無料で派遣し、⽀援計画を基にした⽀援会合の 
実施、助⾔等の⽀援を⾏いました。 
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東北経済産業局ホームページに⽀援事例を掲載しましたので是⾮御覧ください。 
https://www.tohoku.meti.go.jp/chizai/shien_jirei.html#link02 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
3. [特許庁] 令和 7 年度特許出願技術動向調査の調査結果を掲載しました 
 
特許庁は、新市場の創出が期待される分野を中⼼に、今後の進展が予想される技術テーマを 
選定し、特許出願技術動向調査を実施しています。 
このたび、4 つの最先端技術テーマ（核融合発電、低炭素燃料エンジン、乳酸菌⼊り⾷品、 
サイバー攻撃検知技術〜不正侵⼊・マルウェア等の検知に向けた情報セキュリティ技術〜） 
について、特許情報等に基づき⽇本の強み・課題等を分析し、報告書を取りまとめました。 
https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/2025theme.html 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
4. 令和 8 年度パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト特設サイトを 
オープンしました 
 
このコンテストは、⽇本の次世代を担う若い⾼校⽣、⾼等専⾨学校⽣、⼤学⽣、専修 
学校⽣、⼤学校⽣の皆さんが⾃ら考え出した発明⼜はデザイン（意匠）を応募いただき、 
優秀なものについては優秀賞（出願⽀援対象）として表彰するとともに、実際に特許庁へ 
の出願を⽀援することで、特許権⼜は意匠権の取得までの⼿続を実体験していただくものです。 
https://www.inpit.go.jp/patecon/index.html 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
5. 令和 8 年度製品安全対策優良企業表彰（PS アワード・プラスあんしん）の御案内 
 
経済産業省では、企業・団体の製品安全への優れた取組を表彰する「製品安全対策優良 
企業表彰（PS アワード）」および、誤使⽤・不注意による製品事故リスクを低減する 
機能や⼯夫を備えた製品を評価する「＋（プラス）あんしん」制度を実施しており、 
本年度の募集を開始しました。御関⼼のある⽅は是⾮御応募ください。 
 
募集期間：4 ⽉ 13 ⽇（⽉）〜6 ⽉ 26 ⽇（⾦） 
応募費⽤：無料 
詳細 https://www.tohoku.meti.go.jp/s_sei_anzen/topics/260417.html 
 
○製品安全対策優良企業表彰（PS アワード） 
対象：消費⽣活⽤製品に関わる全ての企業・団体 
https://www.meti.go.jp/product_safety/ps-award/index.html 
 
○プラスあんしん制度（誤使⽤・不注意による製品事故リスクを低減する製品の表彰・表⽰制度） 
対象：消費⽣活⽤製品（⼀般消費者の⽣活の⽤に供される製品） 
https://www.meti.go.jp/product_safety/ps-award/risksystem/ 
 
 
…━━━━━━━━━… 
  補助⾦・公募情報 
…━━━━━━━━━… 
1. [IPAS] スタートアップ向け知財アクセラ、応募締切迫る！（5/15 まで) 
 
INPIT は、スタートアップに向けた知財アクセラレーション事業（通称：IPAS）の 
参加企業を募集しています。創業期のスタートアップを対象に、知財戦略プロデューサー 
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のメンタリングチームが、適切なビジネスモデルの構築と、ビジネス戦略に連動した 
知財戦略の構築を⽀援します。「ビジネス」×「知財」の両⾯からの⽀援を必要とされる皆様、 
是⾮御応募ください！ 
 
2026 年度第 1 期 応募締切：5 ⽉ 15 ⽇（⾦）17 時  
⽀援期間：2026 年 8 ⽉〜2027 年 1 ⽉（5 か⽉間・約 10 回程度のメンタリング） 
（※通年応募を受け付けていますが、応募時期により⽀援期間が異なります。） 
https://ipas-startups.inpit.go.jp/ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
2. IP ランドスケープ 令和 8 年度 第 1 回公募情報を公開しました！ 
 
企業の強みは「⾒える強み」から「⾒えない強み（知財等）」へ変化しています。 
本事業では、「市場」や「事業」の情報に「知財」の情報を合わせた分析を⾏い、企業の 
抱える経営や事業の課題に対して、強みを活かした意思決定やアクションを⽀援いたします。 
 
公募期間：5 ⽉ 11 ⽇（⽉）〜5 ⽉ 29 ⽇（⾦）17 時まで（予定） 
対象：中堅・中⼩企業、⼤学・公設試験研究機関等の研究機関等 
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
3.［JETRO] 中⼩企業等海外侵害対策⽀援事業の募集が開始されました！ 
 
海外で「模倣品の被害を受けた」、「現地企業に商標を抜け駆け出願された」、 
「係争に巻き込まれた」等の知的財産の侵害対策を講じる中⼩企業に、対策費⽤の 
 2/3 を助成いたします！ 
 
○模倣品対策⽀援事業(上限 400 万円) 
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service/ 
 
○防衛型侵害対策⽀援事業（上限 500 万円） 
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas.html 
 
○抜け駆け商標無効・取消係争⽀援事業（上限 500 万円） 
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_trademark.html 
 
【申込期限：10 ⽉ 30 ⽇（⾦）17:00 厳守】 （※予算がなくなり次第終了） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
4. [再掲] 令和 8 年度「中⼩企業等知的財産⽀援地域連携促進事業費補助⾦ 
（中⼩企業等知的財産⽀援事業）」（公募中） 
 
本事業は、産業⽀援機関が地域ステークホルダーと連携した中⼩企業等への知的財産 
⽀援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中⼩企業等に対する 
知的財産⽀援の先導的な施策を構築させる取組を定着させる事業の実施に要する経費を 
補助することにより、中⼩企業等による知的財産の保護・活⽤を促進することを⽬的と 
しています。 
 
公募期間：4 ⽉ 9 ⽇（⽊曜⽇）〜2026 年 5 ⽉ 8 ⽇（⾦曜⽇）17 時 00 分必着 
https://www.tohoku.meti.go.jp/koho/koshin/kobo/2026/k260409001.html 
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…━━━━━━━━━━━━━… 
  セミナー、イベント情報 
…━━━━━━━━━━━━━… 
1. 初めて知的財産に関わる皆様へ！初⼼者向け制度説明会（6 ⽉ 4 ⽇ウェビナー） 
 
これから知的財産権を学びたい⽅、企業等において知財部⾨に新しく配属された 
⽅などの初⼼者を対象に、特許庁の産業財産権専⾨官が知的財産権制度の概要 
及び各種⽀援策等をわかりやすく説明いたします。 
 
⽇時：6 ⽉ 4 ⽇（⽊）15 時 00 分〜16 時 15 分 
形式：MicrosoftTeams を⽤いたオンライン配信 
定員：280 名（先着順） 
https://www.inpit.go.jp/setsumeikai/20260604.html 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
2. [INPIT]（初級）知的財産権研修 第 1 回（オンライン開催） 
 
知的財産に関連する業務に従事する職員等（特に知財初学者）を主な対象に、 
その業務遂⾏に必要な基礎知識を習得していただく研修です。 
研修最終⽇には、受講者同⼠のネットワーク作りの場「IP e ラウンジ」も開設 
しますので、是⾮御活⽤下さい（⾃由参加）。 
 
研修期間：6 ⽉ 5 ⽇（⾦）〜9 ⽇（⽕）（3 ⽇間） 
研修⽅法：オンラインリアルタイム（Zoom） 
定員：約 40 名（先着順） 
受講料：8,300 円（消費税込） 
https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/gyosei/syo/index.html 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
3. [再掲] ⽇本知的財産仲裁センター東北⽀所知財に関する講演会 
 
⽇時：5 ⽉ 22 ⽇(⾦) 15 時 30 分〜17 時 
形式：会場及びオンライン（Zoom ウェビナー） 
会場：仙台弁護⼠会館４階（仙台市⻘葉区⼀番町 2 ⽬ 9 番 18 号） 
参加費：無料 
https://www.ip-adr.gr.jp/news/2026/04/tohoku0522/ 
 
 
…━━━━━━━━━… 
   プレスリリース 
…━━━━━━━━━… 
＜東北経済産業局＞ 
▼東北地域百貨店・スーパー販売額動向（2026 年 2 ⽉分速報） 
▼管内の経済動向（2026 年 2 ⽉分） 
▼東北地域の鉱⼯業⽣産動向（2026 年 2 ⽉分速報） 
https://www.tohoku.meti.go.jp/index.html 
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…━━━━━━━━━━━━━━━━━━… 
   知財座敷童（ざしきわらし）語り部     
…━━━━━━━━━━━━━━━━━━… 
『知的財産室⻑着任の御挨拶』 
 
「メールマガジン 知財座敷童かわら版」を御拝読いただきありがとうございます。 
4 ⽉から東北経済産業局知的財産室⻑に着任しました、⻘⽊ 隆貢（あおき たかみつ）と 
申します。 
 
今回の赴任をきっかけに改めて⾃⾝の職歴を振り返りしてみると、「IT」に 
携わることがほとんどであり、知財⽀援施策等とはほど遠い職務が多かった 
と思います。東北地域については何度か旅⾏等で訪れておりましたが、特に 
縁のある地でもないため、不安な気持ちでいっぱいでした。着任後に各地域 
を訪問させていただく機会に恵まれ、⽀援機関の皆様と御挨拶させていただ 
きました。⾏く先々では、皆様の温かいお⾔葉を賜り、不安な気持ちよりも 
新たなスタートを迎える気持ちにシフトしていました。 
 
これからの出会いを含め、皆様と多くの意⾒交換を⾏い、東北地域ならでは 
の「知財」に結びつけられるよう取り組んでまいります。 
 
さて、せっかくなのでこの場を借りてとなりますが、東北地域知財戦略推進計 
画[2025 年度〜2028 年度]の 2 年⽬に突⼊しました。すでに公募を開始させてい 
ただいている「中⼩企業等知的財産⽀援地域連携促進事業」や先⽇公募を開始 
させていただいた「価値創造⼈材育成⽀援事業」「TOHOKU ブランド確⽴促進 
⽀援事業」がありますので、皆様の応募をお待ちしております。また、その他 
事業についても順次公募が始まりますので、是⾮これら事業を活⽤していただ 
ければ幸いです。 
 
これからも東北経済産業局知的財産室に温かい御⽀援を賜りますよう、よろしく 
お願い申し上げます。 
 
 
━TOHOKU━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
東北地域知財戦略本部事務局（東北経済産業局知的財産室） 
〒980-8403 宮城県仙台市⻘葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎（B 棟）3 階 
電話：022-221-4819 ★ホームページ https://www.tohoku.meti.go.jp/chizai-enet/ 
----------------------- 
※本メールマガジンは、購読を希望された⽅、知的財産や産学官連携に関係する⼤学・企業・ 

公設試・⾃治体・産業⽀援機関の⽅、東北地域知財本部関係者に電⼦署名(S/MIME 証明書）を 
付加しお届けしております。 

※返信や配信停⽌、配信先変更⼿続の御連絡は下記メールアドレスまでお願いします 
E-mail：bzl-tokkyo-chizai アットマークmeti.go.jp（注：アットマークを@にしてください。） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━CHIZAI━━━━ 
※配信元：東北地域知財戦略本部事務局（東北経済産業局知的財産室） 
※本メールマガジンの無断転載を禁じます。 




